
展示会・商談会シート（案）
記入日：

商品写真 (18）

商品写真 一括表示

有機JAS HACCP ISO JGAP その他（ ）認証・認定機関の許認可

（商品・工場等） (14)

縦 ×横 ×高さ （ kg）ケースサイズ（重量） (13）最低ケース納品単位(12）

有 ・ 無販売エリアの制限(11）発注リードタイム(10）

保存温度帯(9）1ケースあたり入数(8）

希望小売価格(7）内容量(6）

JANコード(5）主原料産地

（漁獲場所）(4）

賞味期限・消費期限(3）最もおいしい時期（2）

商品名（1）

商品特性と取引条件

1）フードサービス 2）商社・卸 3）メーカー 4）小売

5）ホテル・宴会・レジャー 6）その他（ ）

お客様（性別・年齢層など）

商品特徴(17）

利用シーン(16）

(利用方法・調理例等）

売り先

（複数可）

ターゲット(15）



製造工程（農林水産品の場合は、生産工程）等アピールポイント (27）

品質管理情報

危機管理体制

【担当者・連絡先／記録】 （30）

施設整備と管理

従業員の管理

製造工程の管理衛生管理への取組（29）

有 ・ 無 （「有」の場合⇒検査項目： ）商品検査の有無（28）

※（ ）内数字は、シート項目の通し番号。

従業員数（21）

代表者氏名(22）

FAX (26）

e‐mail (26）

会社所在地(25）

工場所在地(25）

ＴＥＬ (26）

メッセージ (23）

担当者(26）

ホームページ(24）

年間売上高(20）

出展企業名(19）

顔写真

出展企業紹介

工場写真
（外観）

工場写真
（清掃状況）

工場写真
（内部）
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商品特性と取引条件

商品写真

商談会シート



出展企業紹介

安全・安心への取り組み

製造工程等



展示会・商談会シート項目と着眼点との関連
（生産者・加工業者からみたシート項目の記入目的等について）

シート項目 番号 目的と記入項目 着眼点項目

商品特性と取引条件

実際の取引を検討する場合には、今後、下記の項目以外にも多くの項目を示していく必要がある。ここで取り上げる

 

のは、最初の出会い（ファーストコンタクトレベル）で最低限必要とされるものである。

商品名 （1） 【基本情報】

商品の基本情報を示す。

また、展示会・商談会では、出展商品の「アピールポイン

 

ト」が何であるかを明確に示すことが必要である。

これまでの展示会・商談会では、明示されることが少なく、

 

かつ来場者にとって、大きな関心のある項目である「最も

 

おいしい時期」(旬）を設けている。これは、イベントで活用

 

できる時期等でも商品の特性が最も明確になる時期が良

 

い。

4-（1）

（2）

（3）

5-（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

6-（1）

（2）

12-（1）

（2）

13-（1）

（2）

最もおいしい時期 （2）

賞味期限・消費期限 （3）

主原料産地（漁獲場所等） （4）

JANコード （5）

内容量 （6）

希望小売価格 （7）

1ケースあたり入数 （8）

保存温度帯 （9）

発注リードタイム （10）

販売エリアの制限 （11）

最低ケース納品単位 （12）

ケースサイズ（重量） （13）

認証・認定機関の許認可

 

（商品・工場等）

（14） 【目的】

食に関わる認証・認定機関の許認可の情報を示す。

【記入項目】

該当があれば、○で囲む。

・有機JAS、HACCP、ISO、JGAP、その他

ターゲット （15） 【目的】

商品をどういったお客様に販売したいのか明確ではない

 

場合が多くみられる。展示会・商談会の来場者に、商品の

 

ターゲットを示すことで、商談の効率化等が図られる。

記述内容は、販売先（フードサービス、商社・卸、メーカー、

 

小売、ホテル・宴会・レジャー）、性別、年齢層等どういった

 

お客様を主な対象と考えているかを明示する。（例えば、

 

「全て」の場合にはその根拠も。）

【記入項目】

 

⇒自由記入

・該当があれば、○で囲む。

（フードサービス、商社・卸、メーカー、小売、ホテル・宴

 

会・レジャー、その他

 

※FOODEX JAPANによる分類を援用した。）

・年齢・性別等属性ターゲット

利用シーン （16） 【目的】

出展商品の利用シーンを記述する。記述内容は、商品

 

の利用方法（食べ方、関連イベント、調理例等）等、どう

 

いった利用シーンを考えているかを明示する。

【記入項目】

 

⇒自由記入

・利用方法

・調理例

 

他

※着眼点項目の番号は、「大項目番号－（中項目番号）」である。
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シート項目 番号 目的と記入項目 着眼点項目

商品特徴 （17） 【目的】

出展商品の商品特徴を記述する。記述内容は、原材料や使

 

用した副材料の特徴、商品開発にあたり最も工夫した点、開

 

発にまつわるエピソード等を明示する。商品に関連する着眼

 

点の項目の記述も考えられる。

【記入項目】

 

⇒自由記入

・原材料の特徴

・開発において工夫した点

 

他

商品写真・一括表示 （18） 【目的】

商談会・展示会に出品した商品について、バイヤー等来場

 

者が後日確認等をしやすくするために商品写真を貼付する。

また、適切な表示を行っていることを一目で示すため、一括

 

表示の写真を貼付する。

【記入項目】

・商品写真

・一括表示（栄養分析・アレルギー表示が含まれる）

5-（2）

12-（1）

（2）

出展企業紹介

企業名や企業規模といった基本情報に加え、「食の安全・安心」、「商品開発」への思いを示し、バイヤー等来場者が

 

取引してみたいと考える「魅力」を伝える必要がある。

出展企業名 （19） 【基本情報】

ファーストコンタクトのレベルで、多くの企業情報が要求され

 

ることはないが、「売上高」、「従業員数」は企業紹介情報とし

 

て必須である。

年間売上高 （20）

従業員数 （21）

代表者氏名

（顔写真）

（22） ☆協働の着眼点との関連に特に留意する項目。

【目的】

商談会・展示会においては、将来の取引相手として、

 

「商

 

品」と共にどんな「企業」であるかを示し、商品開発にかける

 

「思い」を伝える必要がある。

また、特に消費者の「食の安全・安心」に係る取組への関心

 

は高く、消費者からの信頼を得るために、どの様な経営姿勢、

 

基本方針、社内体制を採っているかを明確に示すことが重要

 

である。

【記入項目】

・代表者の氏名

・顔写真

・企業理念

・食品事業者としての基本方針

・法令遵守への取組方針

・食の安全・安心に関する理念

・お客様とのコミュニケーション方針

・食育などの取組方針

1-（1）

（2）

（3）

2-（1）

（2）

（3）

3-（1）

（2）

（3）

（4）

10-（1）

（2）

（3）

（4）

13-（1）

（2）

来場者へのメッセージ （23）

ホームページ （24） 【基本情報】

会社所在地 （25）

工場所在地

担当者、e-mail、TEL、

ＦＡＸ

（26）



シート項目 番号 目的と記入項目 着眼点項目

製造工程（農林水産品の場

 

合は、生産工程）等アピー

 

ルポイント

（27） ☆協働の着眼点との関連に特に留意する項目。

【目的】

食の安全・安心に係る取組等、出展企業がアピールしたい

 

点について記述する。特に、工場内の整理整頓状況、清掃備

 

品の取扱状況は継続的な取引を考慮する場合に重要な

 

チェックポイントとなることを念頭にアピールできる点を整理す

 

る必要がある。

例えば、展示会・商談会レベルから食の安全・安心のための

 

「見える化」を意識して、バイヤー等来場者に製造工程あるい

 

は生産工程について、フロー図を示したり、別途、貼付しても

 

良い。

また、関連する「協働の着眼点」項目について意識し、衛生

 

管理への取組状況と共に、「工場写真（外観）」、「工場写真

 

（内部)」、「工場写真（清掃状況）」等を示しても良い。この他に、

 

品質管理に関わり、アピールポイントとなる様な設備（金属探

 

知機、Ⅹ線検査装置等）の状況を示しても良い。

【記入項目】

・製造工程図

・工場写真（外観・内部・清掃状況）

・設備投資の状況

 

他

3-（1）

（3）

（5）

4-（3）

5-（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

品質管理情報

展示会・商談会レベルにおいても、基本的な衛生管理情報を示すことで、取引の出来る食品事業者であることを示す

 

必要がある。記述できない項目については、今後、どの様な対応を進めていくかについて、食品事業者は検討しておく

 

必要がある。

商品検査の有無 （28） 【目的】

衛生管理に係る検査項目につき、検査結果を示し、製造現

 

場、生産現場の安全性を示す。

【記入項目】

・「有」の場合、検査項目

3-（5）

5-（1）

（4）

（5）

（6）

衛生管理への取組 （29） ☆協働の着眼点との関連に特に留意する項目。

【目的】

製造現場、生産現場が安全かつ適切な食品を供給し、危害

 

の発生を防止するための体制が整っていることを示す。

【記入項目】

 

⇒自由記入

・製造工程の管理

・従業員の管理

・施設整備と管理

3-（5）

5-（1）

（4）

（5）

（6）

危機管理体制 （30） ☆協働の着眼点との関連に特に留意する項目。

【目的】

緊急時（事件及び事故発生時）における、社内体制やお客

 

様とのコミュニケーション方法の取り決め等について示す。

【記入項目】

・担当者

・緊急時における担当者と連絡先

・原因究明を容易にする情報（原材料情報、品質検査記録

 

等）の記録及び管理方法

14-（1）

（3）

16-（1）

（2）
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平成 21 年度 FCP 中間報告会 アセスメント・人材育成系 概要報告 

 
・ 日時：   平成 21 年 11 月 27 日（金）15：45～17：10 

・ 場所：   東京大学弥生キャンパス ７号館 A 棟 114・115 教室 

 

＜議事次第＞ 

１．アセスメント・人材育成系分科会活動報告 

 １）工場監査項目の標準化･共有化分科会（ＦＣＰ事務局） 

２．アセスメント・人材育成系実行可能性調査活動報告 

 １）「食の安全・信頼に向けた取り組み」のための「経営者教育プログラム」 

 （日本ＨＡＣＣＰトレーニングセンター） 

 ２）「協働の着眼点」を活用したセルフアセスメントシートの開発と運用事業 

      （株式会社 阪急クオリティーサポート） 

 ３）「協働の着眼点」を活用した活動のためのツールの開発 

      （三菱化学メディエンス株式会社） 

 ４）「協働の着眼点」を活用した認証規格開発事業 

      （ＳＧＳジャパン株式会社） 

５） 食の信頼確保のための成熟度評価事業 

  （株式会社 アイ・エス・レーティング） 

 
＜議事概要＞ 

ファシリテーターの杉浦様の進行により、アセスメント・人材育成系分野の分科会・実行可能性

調査の種類についてご紹介をしたあと、FCP 事務局から「工場監査項目の標準化・共有化分科

会」の活動内容について、報告を行いました。 

その後で、実行可能性調査の活動内容について、各実施事業者からご報告をいただきました。 

実行可能性調査を大きく分けると、以下の通りとなります。 

（１）「教育」に係る事業 

・「経営者」を対象とした教育（日本ＨＡＣＣＰトレーニングセンター） 

・「工場の品質管理担当者」を対象とした教育（阪急クオリティーサポート） 

・「工場のパート・アルバイト従業員」を対象とした教育（三菱化学メディエンス） 

（２）「基準策定」に係わる事業 

・「認証規格」の開発 （ＳＧＳジャパン） 

・「事業者格付」の開発 （アイ・エス・レーティング） 

それぞれの活動内容についてご発表いただいた後で、ファシリテーターの杉浦様から総括をい

ただき、アセスメント・人材系のセッションを終了いたしました。 
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＜ファシリテーター総括＞ 

今日のご報告内容は、経営者・品質管理者・工場のパートやアルバイトさんを対象としたそれ

ぞれの教育、工場監査項目の標準化、そして認証規格や業務格付の開発というものであった。

こうした報告を通して、全体としてＰＤＣＡサイクルのイメージの見当がついたと思う。 

最初のＰのところは経営者が、どのように食への信頼向上・安全の確保のために、戦略を描く

かを教育するもの。次に、品質管理担当者やパート・アルバイトさんへの実践的な教育を行い、

全社的な取り組み（Ｄ）へつなげる。そして実際にやってみたものを、成果が出ているかを監査し

て検証（Ｃ）する。その上で、経営者は更なる改善（Ａ）に向けどうすればよいかプロジェクトを動か

すというＰＤＣＡサイクルを回していくものである。 

このようなＰＤＣＡサイクルを強化するとともに、取引先等とのお互いの取り組みを見える化し、

効率化を図ることで、食に対する信頼向上が図られると考える。 

これまでＦＣＰの各事業の取り組みはそれぞれ個別に行われてきたが、結果的に全体を通して

みるとそれぞれの取り組みが連携し合える部分が多くあるように感じた。また、情報発信・CSR 系

分科会ファシリテーターの田井中さんが「ステークホルダーエンゲージメント」という言葉を使われ

ていたが、取引先との間で協働の関係をいかに強めていくかが、ＦＣＰ全体を通した考え方だと

思う。これからもお互いに協力して食への信頼向上を目指し努力していきたいと思う。 

 
＜配布資料＞ 

１．アセスメント・人材系セッション資料 

２．ＦＣＰ共通工場監査項目（第 1.0 版（試行用）） 

３．「ＦＣＰ工場監査項目・試行版」利用規約 

以上 



ＦＣＰアセスメント研究会
 「工場監査項目の標準化・共有化分科会」

 の活動について

平成21年11月27日

ＦＣＰ事務局
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分科会ご参加事業者
 

（42事業者）

株式会社アイ・エス・レーティング
味の素株式会社
イオン株式会社
株式会社イトーヨーカ堂
カゴメ株式会社
京セラミタジャパン株式会社
サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社
ＮＰＯ法人サニテーション・デザイナー協会
サントリーホールディングス株式会社
敷島製パン株式会社
株式会社シジシージャパン
株式会社消費経済研究所
太陽化学株式会社
株式会社竹中工務店
株式会社ちぼり
株式会社東急ストア
東京サラヤ株式会社
東洋冷蔵株式会社
株式会社ニチレイフーズ
日清オイリオグループ株式会社
株式会社日清製粉グループ本社

株式会社日本アクセス
日本検査キューエイ株式会社
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社
財団法人日本食品分析センター
社団法人日本能率協会
日本マクドナルド株式会社
ハウス食品株式会社
株式会社阪急クオリティーサポート
株式会社ファミリーマート
株式会社ホンダトレーディング
株式会社マルハニチロホールディングス
みたけ食品工業株式会社
ミツイワ株式会社
株式会社ミツカンサンミ
三菱化学メディエンス株式会社
三菱商事株式会社
明治乳業株式会社
株式会社山武
株式会社菱食
株式会社ローソン
わらべや日洋株式会社



【１】
 「工場監査項目の標準化・共有化」の背景
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（１）
 

平成20年度FCPアセスメント研究会
 議論内容から

原材料供給

卸

消費者

食品製造

小売

フードチェーン全体でア
セスメントの情報を共有
する仕組みが欲しい
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（２）
 

工場監査項目標準化・共有化の考え方

　Ａ社が求める監査項目 Ｂ社が求める監査項目

　　　　　　　　　Ｄ社が求める監査項目

Ｃ社が求める監査項目



【２】
 「工場監査項目の標準化・共有化」の

 作業の流れ
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「工場監査項目の標準化・共有化」の
 作業の流れ

Step1：
 

各社からの「工場監査項目」

情報の収集

Step2：
 

各社工場監査項目の整理

Step3：
 

「共通監査項目」の抽出
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【Step1作業】
 「協働の着眼点」を使った

 各社「工場監査項目」情報の収集

３５社からのご協力

A社 　Ｂ社 Ｃ社

Ａ社工場監査シート

・○○○
・△△△

　　秘密保持条件を負った
　　ＦＣＰ事務局が情報収集

　協働の着眼点の項目体系に沿って、
　各社監査項目をピックアップ

　【５】（１）①　食品製造用設備に関する監査項目
　　　・○○○
　　　・※※※
　【５】（２）①　適切な表示に関する監査項目
　　　・□□□

・☆☆☆

Ｂ社工場監査シート

・□□□
・▽▽▽

Ｃ社工場監査シート

・☆☆☆
・※※※

【協働の着眼点を使用するメリット】

　「監査項目の目的が
　　明確になること」

[ 協働の着眼点項目に
沿ったアンケート
シート]

[ 協働の着眼点項目に
沿ったアンケート
シート]

[ 協働の着眼点項目に
沿ったアンケート
シート]
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工場監査項目を議論する際の視点

①

 
縦軸：「監査項目」

どの項目を監査するのか？

②

 
横軸：

 
「監査手法」「目の細かさ」

個々の監査項目について、どのような手法

を使い、どの程度細かく確認するか？

③

 
奥行き：

 
「実施要求水準」

どの水準まで実施することを求めるか？

今回は縦軸部分を議論
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「工場監査項目」としてフォーカスをあてる領域

お客様に関するコミュニケーション取引先に関するコミュニケーション

７．持続性のある関係のための体

 
制整備

社内に関するコミュニケーション

３．

 

安全かつ適切な食品の提供を

 
するための体制整備

10．お客様とのコミュニケーション

 
のための体制整備

15．緊急時の自社と取引先との

 
協力体制の整備

16．緊急時のお客様とのコミュ

 
ニケーション体制の整備

14．緊急時を想定した自社体制

 
の整備

緊急時に関するコミュニケーション

４．

 

調達における取組

５．製造における取組

 

【製造】

保管・流通における取組 【卸売】

調理・加工における取組【小売】

６．

 

販売における取組

８．取引先との公正な取引

９．

 

取引先との情報共有、協働の

 
取組

11．お客様からの情報の収集、管

 
理及び対応

12．お客様への情報提供

13．食育の推進

１．お客様を基点とする企業姿勢の明確化 ２．コンプライアンスの徹底

大項目５．を中心に、○印がついている項目を検討
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「工場監査項目の標準化・共有化」の
 作業の流れ

Step1：
 

各社からの「工場監査項目」

情報の収集

Step2：
 

各社工場監査項目の整理

Step3：
 

「共通監査項目」の抽出
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【Step2】
 「各社工場監査項目の整理」（分科会作業）

各社監査項目の内容を精査（各社の監査の狙

いを把握）し、類似の項目を括る作業を実施

【分科会作業Input】
協働の着眼点の項目に沿って、
各社の監査項目を羅列したもの

類似項目を括る作業
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Step2で括った各監査項目が、製造食品・企業

規模などに係わりなく、「共通監査項目」に該当
するかを検討

【Step3】
 

「共通監査項目」の抽出

基礎項目
条件により
適用

応用項目 事業者分類 基礎項目
条件により
適用

応用項目

食品事業者 17 1 1

検査・審査会社等 10 0 1

合計 27 1 2

食品事業者 17 0 2

検査・審査会社等 7 2 2

合計 24 2 4

食品事業者 17 0 2

検査・審査会社等 8 1 2

合計 25 1 4

2

消費期限・賞味期限は科学
的根拠で示されている期間
に安全係数をかけて設定し
ている

3
消費期限・賞味期限の妥当
性を検証している

自社基準を定めた場合

分科会検討結果

項目区分

特に事業者が付加価値を与え
場合は安全係数を掛けない場

1
消費期限・賞味期限は科学
的根拠に基づき表示してい
る

主要監査項目 項目区分
条件内容

アンケート集
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６回の分科会で計178名の参加者

各回約３時間のグループディスカッション

普段同じテーブルにつくことが少ない業態を超
えた意見交換を実施

分科会後にアンケートを５回実施（回答８８通）

食品製造業

小売業

卸売業

その他（検査・審査会社、設備会社など）

分科会参加メンバー構成比
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分科会風景①
 グループディスカッション
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分科会風景②
 グループディスカッション結果のまとめ作業
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分科会風景③
 グループ発表
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完成した「FCP共通工場監査項目（試行版）」

116項目からなる工場監査シート（試行版）



【３】
 今後の予定について
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（１）今後の予定

「FCP共通工場監査項目・試行版」を

使った試行

試行期間：

平成21年11月～平成22年1月末

分科会参加事業者の皆様を中心に、試行版監査
 シートを使った工場監査を実施していただき、監査

 シートの改善に向けた事例収集を行う。
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自社監査項目と「FCP共通工場監査項目」を照らし

合わせてみた上で、自社内監査を行って頂ければ、
消費者の信頼向上に向けての新たな気付き（自らの
取組みの見直し・改善等）の参考となります。

FCP共通工場監査項目
自社監査項目

なるほど！
ここがポイント

 
だったんだ。

自社店舗・グループ店舗

自社工場・グループ工場

自己の取組みの見直し・改善

場面1：

 
自社内の監査

（２）
 

「FCP共通工場監査項目
 試行用シートの使用想定場面①②

既存の取引先（中小規模工場等）にFCPの理念

を理解して頂いた上で、「ＦＣＰ共通工場監査項目」
を参考に監査を行うことで、取引先自らの見直し・
改善等の活動につなげることができます。

監査のポイント

中小規模工場

FCPの理解OKです。

 
「FCP共通工場監査項目」

 
を参考に工場のチェックを

 
してみます。

FCP共通工場監査項目

FCP
食への信頼向上

の取組！
「協働の着眼点」

自己の取組みの見直し・改善

場面2：

 
取引先工場の監査
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FCP

我々はFCPの取組み

 
を重視します。

お得意先の姿勢、

 
FCPへの取組み

 
共に理解しまし

 
た。監査準備

 
OKです。

FCP共通工場監査項目

新規取引においては、企業姿勢を含めた監査が
必要となります。FCPへの取組みと共に、「FCP
共通工場監査項目」を共有化して下さい。事前の
相互理解があれば、監査の効率化が進みます。

取引コストの改善

新規取引先

場面3：

 
新規取引時の監査（初回監査）

（２）
 

「FCP共通工場監査項目
 試行用シートの使用想定場面③④

FCPに賛同している事業者同士で、「FCP共通工場

監査項目」を共有化した上で、取引先工場監査を行
って下さい。相互理解の深まりと共に監査の効率化
が進みます。

監査のポイント

FCP取組企業（小売）

FCP取組企業（ﾒｰｶｰ）

FCPに取組んでい

 
る事業者同士なら、

 
話は早いな。

FCP共通工場監査項目

FCP

取引コストの改善

場面4：

 
FCP賛同企業間の監査
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（３）将来的な議論の内容

①

 
縦軸：「監査項目」

どの項目を監査するのか？

②

 
横軸：

 
「監査手法」「目の細かさ」

個々の監査項目について、どのような手法

を使い、どの程度細かく確認するか？

③

 
奥行き：

 
「実施要求水準」

どの水準まで実施することを求めるか？

各社の
工場監査
試行結果

今後、共通シートを使った工場監査結果

 を持ち寄り、「評価の目線あわせ」や「工場

 に求める実施水準」などについても議論

 を行っていくことが考えられる。
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「FCP共通工場監査項目・試行版」
 を使ってのご意見をお寄せください。

監査項目のファイルは、FCPホームページ「平成21年度の活動の成果」のページ
からダウンロード可能です。

http://www.food-communication-project.jp/result/index.html

同じページに掲載されていますアンケートにご意見を記入いただき、ＦＣＰ事務局ま
でお送りください。（締切：平成22年2月1日）

ご協力をお願いいたします。



FCP 平成21年度
 

フード・コミュニケーション・プロジェクト
 実行可能性調査事業

「協働の着眼点」を活用した

セルフアセスメントシートの開発と運用事業

（FCP中間報告会）

阪急クオリティーサポート

 
廿日出芳雄

2009年11月２７日



事業の目的
 

対象企業

◇中小企業の品質管理担当者が活用できるセルフアセスメント
 シートを開発すること。

阪急阪神グループの工場衛生点検のノウハウを活用

◇中堅従業員の教育をサポートしセルフアセスメントシートの実
 効性を高めること。

当社が実施している食品品質管理教育のノウハウを活用し
 、トライする企業の中堅社員教育をサポート

◇中小規模
 

10～14社(1社1工場)

阪急QSの今後の事業

食品メーカーの従業員教育



「セルフアセスメントシート」の開発

製
 造
 者

自社の品質管理活動に「協働の着眼点」を活用すること。

①セルフアセスメントシートで評価

②セルフアセスメントシートで阪急QSが第三者評価

お取引先と阪急QSとの目線合わせ

課題の明確化と実践
 

(従業員教育が重要)
③実践後にお取引先が自己評価

 
改善確認

 
→新規課題

阪
 急
 Q 

S

「協働の着眼点」が自社の品質管理活動に役立つことの検証

①セルフアセスメントシートの開発と実践に基づく改善

②従業員教育のサポート

募
 集

募集時期
 

2009年7月から8月
実施期間

 
2009年8月から2010年2月

募集数
 

10～14社(1社1工場)



応募いただいた
 

13企業
 

の 業種と地域

業種 中四国 近畿 中部北陸 関東 東北

菓子 ● ● ●

生菓子 ● ●

弁当惣菜 ● ● ●
 ●

●

麺類 ● ●

豆腐 ●
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協働の着眼点〔業種別〕【製造版】～抜粋イメージ～

５．
【製造にお

 ける取組】

(1)-(6)

（３）【食品の保管及び管理】

（４）【工場での従業員の
衛生管理】

（１）【製造工程の管理】

（２）【適切な表示の実施】

16項目の中から

 
衛生管理・品質管理に重点

現場の言葉に
 置き換える



セルフアセスメントシートと従来型の工場衛生点検・監査との違い

セルフアセスメントシート

協働の着眼点16項目

阪急QSの工場衛生点検項目 各種食品工場監査



セルフアセスメントシートのイメージ

項 目 適切 不適切または改善必要

5-

 
(6)-

 
④

A

工場内の機器類の一覧表があり、購入

 
（リース開始）日、機械の能力、

 
減価償却についての記載がある

すべての機器類が

 
網羅されている

していない

5-

 
(6)-

 
④

B
日常使用している測定器具（秤・

 
温度計・タイマー）を校正している

自社もしくは委託

 
先が定期的に点検

 
記録している

していない

5-

 
(6)-

 
④

C
操作の複雑なものについては使用

マニュアルがある

マニュアルがあり

 
、見やすい場所に

 
保管されている

マニュアルはあるが現

 
場に置いていない。

ない

5-

 
(3)-

 
①

D 冷蔵庫、冷凍庫の温度を記録している

マニュアルを作成

 
し、それに基づい

 
て点検・記録して

 
いる

点検し記録してい

 
る

していない

E 適正計量管理事業所の認可あり 認可を受けている 受けていない

F 製品の量目検査を実施している
定期的に実施し記

 
録している

実施しているが記

 
録していない

実施していない

初版セルフアセスメントシートの構成
 

A4  16ページ
製造施設 32項目

 
製造機械、器具

 
24項目

食品の取扱い

 
59項目

 
衛生設備の保守管理

 
23項目

社内組織と衛生教育

 
21項目



工場の調査・ヒアリングの結果

■目線のズレ

異物混入の恐れについて少しあり

■セルフチェックシートの達成度

百点満点、各項目について評価希望

■課題の設定について優先順位の付け方

■教育に対する期待は大



セルフチェック後の改善と優先順位

判断の目安
・

 
(注1)重要度

法定基準、製品または作業者の安全性について判断してください。
・

 
(注2)経 費

予算化が必要なレベル( a )      決済が必要なレベル( b )
部門判断で可能なレベル( c )

・

 
(注3)人・時期
通常業務の中断が必要( 1 )
作業時間が与えられていない( 2 )     直ぐできる( 3 )

チェック

 項目
出来てい

 る
少し不十

 分
不十分 重要度

(注1)

A・B・C

経費

(注2)

a・b・c

人・時期

(注3)

1・

 
2・

 
3

6(4)① ○ A a 1
6(5)② ○ C c 3



通信教育のサポート
 

オリジナル教材の作成

オリジナル教材
 

= ①通信教育教材+ ② ③

① 現状の食品衛生の基礎を活用
｢食品衛生&品質チェック」

② 業種を想定した衛生品質管理事項

③ 取引先工場ルールを参考資料

④ レポート

受講者は1社
 

3名程度を予定



今後のスケジュール

誰が 進捗 実施内容 予定

阪急QS ○ セルフアセスメントシートの作成 8月
メーカー ○ セルフアセスメントシートで自己評価 9月
阪急QS
メーカー

12社
 /13社

セルフアセスメントシートで第三者評価 10-11月

メーカー △ 工場での改善課題抽出 10-11月
メーカー △ 改善、強化実施事項の決定と実施 11-1月
阪急QS △ 通信教育教材の作成

衛生の基礎+自社ルール

10-11月

メーカー

阪急QS
通信教育教材の実施 11-2月

阪急QS △ 改善版セルフアセスメントシートの作成 12月
メーカー 改善版セルフアセスメントシートで自己評価 1月
阪急QS レポートをFCP事務局に報告 2月
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平成２１年度
フード・コミュニケーション・プロジェクト

実行可能性調査事業
（FCP中間報告会）

三菱化学メディエンス株式会社
食品安全コンサルティング部
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目的
従来の従業員教育では、食品の取り扱いを

中心に教育が行われていましたが、その初期
教育の範囲を拡げ、食品製造の経験が浅い
パートやアルバイト従業員に食品衛生の基礎
を教育すると共に、消費者の信頼を高めていく
ために、食に携わる事業者が着目すべき行動の
ポイントである「協働の着眼点」を末端の従業員
にまで浸透させることを目的として、教育のため
のツール開発を行っています。
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実行可能性調査事業における検証の方法

教育を実施する前に、現状の知識の度合いをはかるため、理解度
チェック用テストを実施する。

従業員用マニュアルと教育者用パワーポイントを用いて、教育を実施する。

教育終了後、理解度チェック用テストを実施して、食品衛生の基礎知識や
「協働の着眼点」が理解されたかを検証する。

理解が充分でない項目について、教育ツールの改訂を実施し、再度
教育を実施する。

再導入後、理解度チェック用テストを実施し、理解されたかを確認します。

理解度チェック用のテストにおいて、満点に近づくよう、改訂・再教育を
繰り返します。

１．０次検証

２．教育の実施

３．１次検証

４．ツールの改訂および再教育

５．２次検証

６．ツールの改訂および再教育
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従業員用マニュアル

従業員が遵守すべき事項をイラスト入りで解説し、
分かりやすさを重視しています。
また、各項目が「協働の着眼点」のどの項に該当
するかを記載しています。

表紙 マニュアル 「協働の着眼点」対応表
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教育担当者用パワーポイント

工場の教育担当者が、パートやアルバイト従業員に
マニュアルの内容を説明するためのパワーポイント
です。教育担当者が容易に説明ができるよう、マニュ
アルの画面に解説をつけています。

従業員
マニュアル

解説用
コメント
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理解度チェック用テスト

マニュアルの内容が、パートやアルバイト従業員に理解
されているかを確認するテストです。
従業員には、間違った問題に該当する箇所のマニュアル
と「協働の着眼点」について復習してもらいます。
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検証結果（菓子製造メーカーA社）

０次検証（教育前のテスト結果）
最高点：９９点

 
最低点：５点

 
平均点：７９．７点

就業期間別偏差値

半年未満：５１
１～３年：４６
３年以上：５１

今後の予定
12月第2週

 
マニュアルによる教育を実施(１次検証)

12月～1月
 

マニュアルの改訂および再導入
1月下旬

 
最終検証

2月下旬
 
検証結果のまとめ

点数の悪かった問題
・５Ｓの意味と効果
・緊急時に対する姿勢
・会社の経営方針



FCP中間報告会：実行可能性調査

「食の安全・信頼に向けた取り組み」のための
「経営者教育プログラム」

３つの取組みに基づく「経営者向け教育プログラム」

「協働の着眼点」の活用と食品事業者の信頼性向上を支援する「経営者教育プログラム」

2009年11月27日



「協働の着眼点」を基礎として、食品事業者の信頼性向上を支援する「経営者教育プログラム」

 として活用する

◎「協働の着眼点」の基本的な考え方

①食品事業者の意欲的な取組み
②消費者への情報提供
③消費者の信頼性向上
④消費者による適正な評価

◇協働の着眼点の説明： 業種共通

お客様に関する
コ ミ ュ ニケーショ ン

取引先に関する
コ ミ ュ ニケーショ ン

７ ． 持続性のある関係のための体
制整備

社内に関する
コ ミ ュ ニケーショ ン

３ ． 安全かつ適切な食品の提供を
するための体制整備

10． お客様と のコ ミ ュ ニケーショ
ンのための体制整備

15． 緊急時の自社と 取引先と の
協力体制の整備

16． 緊急時のお客様と のコ ミ ュ
ニケーショ ン体制の整備

14． 緊急時を想定し た自社体制
の整備

緊急時に関するコ ミ ュ ニケーショ ン

４ ． 調達における取組

５ ． 製造における取組【 製造】
保管・ 流通における取組【 卸売】
調理・ 加工における取組【 小売】

６ ． 販売における取組

８ ． 取引先と の公正な取引

９ ． 取引先と の情報共有、 協働の
取組

11． お客様から の情報の収集、 管
理及び対応

12． お客様への情報提供

13． 食育の推進

１ ． お客様を基点と する企業姿勢の明確化 ２ ． コ ンプラ イ アンスの徹底

◎「協働の着眼点」を基礎とした取組み

経営者向けプログラムについては、企業自身の活用イメージが明確

 
且つ16の着眼点との関連性が明確に沿ったシンプルな内容

現状の取り組みをベースに短中期プロジェクトの継続的改善の仕組

 
みを学ぶことに注力し、中小企業の経営者に向けて適切なレベル感

 
（できそう、やりたい）に配慮

今年度は第一段階レベルとして短中期プロジェクトの継続的改善の

 
内容とする。

◎経営者教育プログラムの開発目的

食品事業者の信頼性向上を支援する「経営者教育プログラム」の必要性食品事業者の信頼性向上を支援する「経営者教育プログラム」の必要性

・食品事業者をはじめ食に関わるステークホルダーが「協働の着眼点」を共有
・多くの食品事業者が頑張っている姿やメッセージを消費者にもきちんと伝える
・消費者から評価される「食の安全・信頼に向けた取り組み」を進め、消費者からの信頼を確保す

 
ることが最終的なゴール

CFWG



３つの取り組みに基づく「経営者向け教育プログラム」

モデル事例を基に「協働の着眼点」活用の

 ワークショップの進め方

・研修用テキスト添付資料－１：協働の着眼点・製造版

・研修用テキスト添付資料－２：協働の着眼点（製造版）
チェックシート

＜参照資料＞

１ ． 取組みの目的を明らかにする１ ． 取組みの目的を明らかにする

協働の着眼点活用のために、 モデル事例を基にした「 企業価値マネジメ ント モ
デル構築」 の基本と なる 「 あるべき姿」 を検証し、 取組みの目的を明らかにす
る。

※モデル事例を土台に「 価値創造のあるべき姿」 を明らかにするための
ワーク ショ ッ プと 演習

1) わが社のあり のままの姿（ 事例を基に現状を分析）

2) 課題は何か（ リ スク の評価・ 分析と 重点課題の抽出）

3) 重点課題改善のための具体的施策

4) あるべき姿（ 経営者が達成すべき目標の明確化）

2.目的に沿った目標を明らかにする2.目的に沿った目標を明らかにする

「 お客様を基点と する企業姿勢の明確化」 と 「 コンプライアンスの徹底」 が、
あるべき姿の基盤と なるこ と を確認するために、 モデル事例から導き出した経
営者が達成すべき目標を協働の着眼点を活用して、 具体化する。

※モデル事例から導きだした「 あるべき姿」 具体化のためのワーク ショ ッ プ
と 演習

1) お客様基点； 導きだし た達成すべき目標を、 お客様を基点と して16の
着眼点に落と し込んで取組みを具体化する

2) コンプライアンス； 導きだした達成すべき目標を、 コンプライアンス
の徹底について16の着眼点に落と し込んで取組みを具体化する

3.目標を実現するための具体的な方策3.目標を実現するための具体的な方策

具体化した取組みの実現には、 方策のより 実際的な効果・ 効率が確認できる
「 計画－進捗管理－検証」 の流れをプロジェク ト と して運用し、 現場への導
入・ 定着を推進する。 その基礎と しての設計及び進捗管理、 評価・ 検証計画の
構築を目指す。

1) 具体化した取組みをプロジェク ト と して、 その設計及び進捗管理、 評
価・ 検証計画を明らかにする

※モデル事例を基に、 16の着眼点に落と し込んで具体化した取組みの運用を

明らかにするワーク ショ ッ プと 演習

CFWG



１．取組みの目的を明らかにする１．取組みの目的を明らかにする

協働の着眼点活用のために、モデル事例を基にした「企業価値マネジメントモ

 デル構築」の基本となる「あるべき姿」を検証し、取組みの目的を明らかにす

 る。

※モデル事例を土台に「価値創造のあるべき姿」を明らかにするためのワーク

 ショップと演習

CFWG

1) わが社のありのままの姿（事例を基に現状を分析）

2) 課題は何か（リスクの評価・分析と重点課題の抽出）

3) 重点課題改善のための具体的施策

4) あるべき姿（経営者が達成すべき目標の明確化）



「協働の着眼点」を組み入れた継続的改善を目指すための目的・目標を明確化

ワークショップ解説

「協働の着眼点」を組み込んだ仕組み作りのためのワークショップと演習について

演習１：現状分析による事業活動の認識

モデル事例を基に外部環境にある機会・チャンス／外部環境にある当社にとっての脅

威・リスク、そして当社の強み／当社の弱み・課題を明らかにする

演習２：課題は何か（リスクの評価・分析と重点課題の抽出）

製品・サービス、事業活動、経営資源の３つで分類、課題を列挙し、潜在リスクを考

 慮しながら優先順位付けをして重点課題を抽出

演習３：重点課題改善のための具体的施策

重点課題を抽出し改善のための具体的な施策を明らかにして施策として具体化する

演習４：あるべき姿（経営者が達成すべき目標の明確化）

お客様基点／コンプライアンス／コミュニケーションの３つの視点から明確な目標を

 策定、あるべき姿を想定し経営者が達成すべき目標を明確化する

※モデル事例を土台に「あるべき姿」を明らかにするためのワークショップと演習

CFWG



①顧客（ 消費者） 価格志向に関する要請 ②製品の特徴や機能性に関する要請 ③信頼性確
保や説明責任に関する要請

顧客（ 消費者） からの要請

①人員の流動化（ 退職・ 新規採用等） 、 従事者の仕事範囲の変化 ②施設・ 設備等の改善に
よる変化 ③要員力量・ 教育訓練の適切性・ 有効性の変化 ④組織の役割・ 責任・ 権限の変
化 ⑤是正・ 修正が行われた場合の適切性の変化 ⑥消費者・ 取引先要望の変化

内部要因での変化（ 前年に
対して）

①社内で発見した不適合 ②取引先からの不適合指摘 ③消費者からの苦情 ④事故につな
がった（ つながり かけた） 事象と 対処方法（ 是正・ 修正） （ 今年度）

製品・ サービスの不適合
（ 苦情・ ク レーム）

①製品変更・ 新製品開発に伴う 手順書・ 監視・ 記録等の整備 ②不適合への是正（ 修正） 方
法と その適切性・ 有効性・ 効果の確認 ③これまで策定した管理基準の順守状況 ④報・
連・ 相や苦情対応の昨年度と の比較 ⑤妥当性の検証と それに対する改善への取組み状況
⑥組織間の連携状況

内部検証

①外部要因の認識 ①経営に影響ある外部要因の特定外部要因での変化

①既存品売上傾向 ②新製品売上傾向 ③生産効率と 資材費の傾向 ④得意先要請の傾向

⑤特記事項
製品・ サービス

①人員体制 ②設備投資 ③給与体制社内体制（ 前年と の比較）

①売上の傾向 ②利益の傾向 ③原料価格の傾向 ④販売価格の傾向 ⑤販売量の傾向全体（ 前年と の比較）

①本社 ②工場 ③資本金・ 売上 ④従事者数 ⑤取引先 ⑥組織（ 本社・ 工場）会社概要

あり のままの姿（ 現状の認識項目）対象項目

ありのままの姿（現状分析による事業活動の認識）

＜経営資源＞
・ インターネッ ト による情報漏えい
・ 生産履歴のさらなる要求に応え切れていない
・ 取引先要求に対する PC専任者が少なく 、 IT環境が整

備さ れていない

＜経営資源＞
・ インターネッ ト 社会（ IT環境の整備）

＜事業活動＞
・ 行政の原料品政策後退による影響／埼玉県「 優良工

場認証」 の価値低下等への対策が急がれる
・ 多様・ 多機能商品が多く なり ク レーム・ 要望増加に

対応しきれない／製造ラインの限界がある
・ 商品検査費用、 関連する人件費の増加
・ もの作り の基本と してのHACCP取組み効果検証がで

きていない

＜事業活動＞
・ 政権交代による政治体制の仕組み変化／飼料原料を海外

から国内調達へ／米の消費量減少

＜製品・ サービス＞
・ 付加価値商品の乱立による競争激化にまだ対応しき

れていない
・ PB商品値下げ圧力に耐えられず屈している
・ 消費量減少傾向が収益を圧迫等、 通常製品対策へ の

取組み見直しが必要

＜製品・ サービス＞
・ 成熟社会による付加価商品の増加／多品種・ 多機能商品

への変化
・ 取引先から製品アイテム数要求の増加／他社PB製品に対

抗し得る PB商品
・ 消費者の食の安全志向／検査に対する迅速な対応／容器

包装の品質改善

外部環境にある当社にと っての脅威・ リ スク外部環境にある機会・ チャンス

外

部

要

因

外部要因（ 例）

＜経営資源＞

・ 工場老朽化対策が進んでいない、 それに伴う 排水設
備費用が増加

・ 社員教育担当者の不足で生産関連の教育が不十分

・ 施設・ 設備不足で独自開発製品重要に対する供給が
不足

＜経営資源＞

・ 新生産センター稼働による生産効率が向上

・ 労働環境が整備されるこ と で人員の流動化防止と 教育訓
練が目指せるよう になった

＜事業活動＞

・ 推奨原料を導入しても絶対量不足で販売戦略に影響

・ 生産関連技術の全体レベルが上がらない

・ ク レーム減少による気の緩み・ 馴合いが生じている

＜事業活動＞

・ 社内組織の明確化により 、 作業意識が向上

・ 農場HACCPの構築・ 運用に早く から取り 組んでいる

・ 自社検査体制の強化により 、 コンプライアンスを徹底

＜製品・ サービス＞

・ 相場連動による単価設定製品が多く 、 低価製品によ
る売上げ減少

・ 1梱包量減少製品の増加で生産効率が低下

＜製品・ サービス＞

・ 相場に左右されない「 独自開発製品」 の売上増加

・ 製品ク レームの減少と 信頼性が向上

当社の弱み・ 課題当社の強み

内

部

要

因

内部要因（ 例）

外部環境にある機会・チャンス／外部環境にある脅

 
威・リスク、そして強み／弱み・課題について認識

多

多

少

中

中

中

頻度（ 多・ 中・ 少）影響度（ 大・ 中・ 小）

大

大

中

大

大

大

重大性

３ ． 経営資源（ 人、 設備、 資金、 情報）

・ 工場老朽化への施設・ 設備的な対応不足

・ 商品検査費用及び人件費の増加

２ ． 事業活動

・ 政権交代による事業活動変化への対応

・ HACCP取組み効果の検証ができていない

１ ． 製品・ サービス

・ 相場連動の価格設定製品アイテムが多く 売上げが減少

・ 付加価製品の乱立による競争激化

課 題

課題は何か（ リ スク の評価・ 分析と 重点課題の抽出） 例 A

リスクの評価・分析と重点課題の抽出

・ 工場老朽化対策を戦略的に捉え、 教育訓練体制と 連動させて
競争優位施策の一環と する

・ 外部コミ ュニケーショ ン、 競争優位の具体的施策を実現する
こ と で商品検査費用及び人件費は計画的に運用するこ とを可
能にする

・ JHTC／NPOの活動への参加（ 政策提案への参加等） がもた
らす効果を最大限活用する

・ 事業活動の変化に対応する基本的なパフォーマンス（ 達成可
能な能力） と して確立すること を最優先として取組む

・ 取引先と の「 コミ ュニケーショ ン」 強化（ 単価設定製品のソ
フト 面の付加価値をビジネスプロセスと して強化する ）

・ 「 独自開発製品」 と 通常販売品の戦略的位置付けを基にした

現状（ 短期的） で実施可能な取組みの強化

改善のための具体的施策

３ ． 経営資源（ 人、 設備、 資金、 情報） の重点課題

・ 工場老朽化への施設・ 設備的な対応

・ 商品検査費用及び人件費の増加への対応

２ ． 企業活動の重点課題

・ 政権交代による事業活動変化への対応

・ HACCP取組み効果の検証体制・ 実施計画

１ ． 製品・ サービスの重点課題

・ 相場連動の価格設定製品アイテムが多く 売上げが減少す
こ と への対応

・ 付加価値製品の乱立による競争激化への対応

重点課題

重点課題の具体的施策を明らかにする 例 A

重点課題改善のための具体的施策

・ 戦略的な「 工場老朽化対策」 と 教
育訓練体制の確立と 運用

・ 顧客価値創造につながるコア事業
への初期段階と して取組むこ と で
計画的な解決策と なる

コ ミ ニュケーショ ン

・ 工場老朽化対策を戦略的に捉え、 教育
訓練体制と 連動さ せて短期的に実施可
能な施策の一環と する

・ 具体的施策を実現するこ と で商品検査
費用及び人件費は計画的に運用する

・ 導入したHACCPの現場での運用と
検証

・ 品質保証担当の新設と 基準作り

・ 企業行動規範の明確化と 品質保証
のためのコント ロール・ モニタリ
ング体制の整備

コンプライアンス

・ 事業活動の変化に対応する基本的なパ
フォーマンス（ 達成可能な能力） と し
て確立するこ と を最優先と して取組む

目標の明確化（ 短・ 中期）

・ 顧客要請、 ク レーム対応等コミ ュ
ニケーショ ンに関する体制整備

・ 新生産センターにおける稼働体制
の見直し

・ HACCPを基礎と した工場と 生産セ

ンターの連動で安全・ 信頼性向上
を実現し多様なニーズに応える

お客様基点

・ 取引先と の「 コ ミ ュニケーショ ン」 強
化（ 単価設定品のソフト 面の付加価値
をビジネスプロセスと して強化する）

目的（ あるべき姿・ 事業チャンス）重点課題

あるべき姿と 目標の明確化 例 A

経営者が達成すべき目標の明確化

手順を踏むことで、事業の目的・目標に沿った活用イメージが明確になってくる



２．目的に沿った目標を明らかにする２．目的に沿った目標を明らかにする

１）「協働の着眼点」の有効活用

３）「協働の着眼点」をわが社の体制に組み入れて改善・向上につなげる

２）「協働の着眼点」を支援する「信頼性向上支援プログラム」の活用

 で持続的発展を目指す

（お客様を基点とする企業姿勢の明確化とコンプライアンスの徹底を基盤と

 したコミュニケーションの仕組み作り）

（評価・改善、取組みを評価、情報交換の効率化）

（お客様基点を戦略の中心に、お客様価値の創造・満足度の向上、差別化を
図りながら食品事業者の持続的発展を目指すマネジメントモデル）

CFWG



・食品事業者の意欲的な取組み
・消費者への情報提供
・消費者の信頼性向上
・消費者による適正な評価

◎「協働の着眼点」を基礎とした取組みを積極的に進める

◎そのためには、「協働の着眼点」の基本的な考え方実現のために食品事業者の
信頼性向上を支援するプログラムが欠かせない

支援するプログラムは、お客様基点を戦略の中心として、お客様価値の創造と、お客様満足度の向

 
上を目指し、差別化を図りながら食品事業者の持続的発展を目指すマネジメントモデルであること

 
が求められる。

◎「協働の着眼点」の基本的な考え方をキチンと認識する

・食品事業者をはじめ食に関わるステークホルダーが「協働の着眼点」を共有
・多くの食品事業者が頑張っている姿やメッセージを消費者にもきちんと伝える
・消費者から評価される「食の安全・信頼に向けた取り組み」を進め、消費者からの信頼を確保す

 
ることが最終的なゴール

※価値創造支援のための３つの資源の有効活用に取り組む

a) 製品戦略；お客様への差別化された価値を提案する
b) 業務活動；お客様への価値創造の実現方法を明らかにする
c) 経営資源；お客様への価値創造の支援方法を明らかにする

「協働の着眼点」を支援する「信頼性向上支援プログラム」を活用して
食品企業の持続的発展を目指す

CFWG



「お客様を基点とする企業姿勢の明確化」と「コンプライアンスの徹底」が、あるべき姿

 の基盤となることを確認するために、モデル事例から導き出した経営者が達成すべき目標

 を協働の着眼点を活用して、具体化する。

※モデル事例から導きだした「あるべき姿」具体化のためのワークショップと演習

さらに、お客様を基点とする企業姿勢の明確化及びコンプライアンスの徹底が基盤とな

 ることを認識したうえで、協働の着眼点を活用し「コミュニケーション」の仕組み作り

 を明らかにする。

「協働の着眼点」をわが社の体制に組み入れて改善・向上につなげる

CFWG

1) お客様基点；導きだした達成すべき目標を、お客様を基点として16の着眼点に

 落とし込んで取組みを具体化する

2) コンプライアンス；導きだした達成すべき目標を、コンプライアンスの徹底につ

 いて16の着眼点に落とし込んで取組みを具体化する

3) コミュニケーション；導きだした達成すべき目標を、コミュニケーション（社

 内・取引先・お客様・緊急時）について16の着眼点に落とし込んで取組みを具体

 化する



CFWG

食品事業者の信頼性向上を支援する「経営者教育プログラム」

FCPの基本理念・協働の着眼点のポイント、顧客基点を戦略の中心として顧客価値の創造

 と顧客満足度と差別化を図りながら企業の持続的発展を目指すマネジメントモデル解説

①製品戦略：顧客への差別化された価値提案

 

②業務プロセス：価値創造の実現プロセス
③経営資源：価値創造のための支援プロセス
※価値創造の仕組み作りのための重点課題と対応策、経営者の役割について

「協働の着眼点」の要点解説とモデル事例から抽出した「経営者が達成すべき目標」を基に

 したワークショップ・演習について

演習１：「お客様基点」目標（価値創造の具体化）を16の着眼点に落とし込んで取組みを具

 体化する

演習２：「コンプライアンス」目標（価値創造の具体化）を16の着眼点に落とし込んで取組

 みを具体化する

演習３：「コミュニケーション」目標（価値創造の具体化）を16の着眼点に落とし込んで取

 組みを具体化する

「協働の着眼点」を支援する「信頼性向上支援プログラム」の活用と仕組み作り

※信頼性向上支援プログラムの活用と、お客様基点・コンプライアンス基盤のコミュニケー

 ションの仕組み作りを進めるワークショップ・演習



◦ 顧客基点を中核と し た組織
文化の確立

◦ 戦略の方向付け周知と 個人
の自覚

◦ リ ーダーシッ プの発揮と 組
織の活性化

◦ ナレッ ジマネジメ ント の高
度化と ベスト プラ ク ティ ス
の共有

◦ 改善と 革新の継続

◦ （ 業務管理・ 顧客管理に係
る） 情報システムの整備と 利
用可能性

◦ 日常業務をリ アルタ イ ムで管
理

◦ 顧客情報の共有化と 活用
◦ （ 社内外と の） ネッ ト ワー

ク の活用
◦ お客様センタ ーの能力向上
（ 解決時間短縮）

◦ （ 業務管理・ 顧客管理に係る）
知識・ スキル・ 価値観の共有化と
高度化

◦ コ ミ ュ ニケーショ ン力・ 交渉力・
解決力・ フ ィ ード バッ ク 力の向上

◦ リ ーダー及び要員のケイ パビリ
ティ （ 総合能力） の開発

（ 組織文化）（ 情報資源）（ 人的資源）

～ 価 値 創 造 の た め の 支 援 プ ロ セ ス ～

③ 経 営 資 源

顧客の問題・ 課題を解決し な
がら 関係性の強化

顧客が求めるレベルの製品開発顧客の節約志向に適う ト ータ ルコ
スト ダウン

（ 顧客ソ リ ュ ーショ ン戦略）（ 製品リ ーダーシッ プ戦略）（ コ スト 削減戦略）

～ 顧客への差別化さ れた価値提案 ～① 製 品 戦 略

◦ Ｑ （ 安全・ 品質） Ｃ （ コ スト ） Ｄ （ 納期） の管理
◦ サプラ イ チェ ーンと のアラ イ アンス
◦ コ ミ ュ ニケーショ ンの促進（ ステーク ホルダー）

と 説明責任
◦ コ ンプラ イ アンス（ 企業の行動規範） と 内部統制

の実施
◦ 事業戦略と リ スク 選好（ 事業活動・ 事業機会・ 事

業目的に係るリ スク ）

（ 業務管理プロセス）

◦ 顧客の識別（ タ ーゲッ ト 顧客の明確化）
◦ 顧客の獲得（ タ ーゲッ ト 顧客と のコ ミ ュ ニケ

ーショ ン）
◦ 顧客の維持（ 顧客要望に対し て迅速に対応・

フ ィ ード バッ ク を含む）
◦ 関係性の強化（ 関係性強化のためのイ ノ ベー

ショ ン活動）

（ 顧客管理プロセス）

～ 価 値 創 造 の 実 現 プ ロ セ ス ～

②業務プ ロ セス

CFWG

経営者教育プログラム「講師向けFCP
 

研修プログラム」

協働の着眼点を基礎として、お客様基点を戦略の中心として、お客様価値の創造と満足
度の向上を目指し、差別化を図りながら企業の持続的発展を目指すマネジメントモデル



JHTC講師①

時間 研修プログラム（ 第1回： FCPの基本理念と 協働の着眼点のポイント ） 担当

10:00－ 10:20 開会挨拶、 講師紹介 事務局

10:20－10:50
FCPの基本理念と 協働の着眼点のポイント について
顧客ニーズを見極め、 創意工夫を発揮してビジネスを展開するこ と を通じて、 「 食」 に
対する消費者の信頼性向上を目指すために

JHTC講師①

10:50－12:00 食の安全性と 消費者からの信頼性確保のためのマネジメ ント プログラム解説
（ １ ） バリ ューマネジメ ント モデルの全体像と スキームモデルの解説

JHTC講師②

(60分)

13:00－14:00 （ ２ ） 企業が持続的発展をするために必要なビジネスプロセスの解説 JHTC講師②

14:00－15:00

「 協働の着眼点」 の解説プログラム
・ お客様基点； （ ポイント ） お客様のニーズ／期待に迅速に対応できるビジネスプロ

セス構築と 運用、 製品／サービスを通じてお客様からの信頼性を高め
る

・ コンプライアンス； （ ポイント ） 法令遵守／企業を取り 巻く 環境変化に迅速に対応、
組織体制を整備して企業の社会的責任を果たしていく

JHTC講師②

テーブル

コーディ ネータ

（ 15分）

15:15－17:00

「 協働の着眼点」 の解説プログラム
・ コ ミ ュニケーショ ン
（ 社内） ； （ ポイント ） 製品／サービスの適合基準と プロセス運営基準に対する適切

性／有効性の改善と 高度化
（ 取引先） ； （ ポイント ） 関係性マネジメ ント の強化と バリ ューチェーンモデルの構築

および展開
（ お客様） ； （ ポイント ） 顧客の要望／問い合わせを収集／評価／分析して、 製品／サ

ービス改善に努める
（ 緊急時） ； （ ポイント ） 緊急事態の発生を防止するための体制整備、 調査／原因究明

を行い、 責任ある対応の実施

JHTC講師②

テーブル

コーディ ネータ

17:00－17:20 第1回研修の総括と 第2回目プログラムの紹介

17:20－17:30 閉会挨拶 事務局

講師教育用プログラム； 講義－１

JHTC講師①

時間 研修プログラム（ 第2回： 食品事業者の信頼性向上を支援するプログラム） 担当

10:00－ 10:20 開会挨拶、 講師紹介 事務局

10:20－10:50 第1回研修のまと め、 及び第2回研修と してFCPの基本理念実現を目的と した食品事業者
の信頼性向上のための支援プログラムについて

JHTC講師①

10:50－12:00

食品事業者の信頼性向上を支援するプログラム
※顧客の価値創造と 顧客満足度の向上を企図するマネジメ ント （ バリ ューマネジメ ント
モデル）

①製品戦略（ コスト 削減戦略・ 製品リ ーダーシッ プ戦略・ 顧客ソ リ ューショ ン戦略）
各戦略の特徴の説明と 、 業務プロセス・ 経営資源と の関係性および統合化の解説

JHTC講師②

(60分)

13:00－14:00 食品事業者の信頼性向上を支援するプログラム

①製品戦略解説の続き
JHTC講師②

14:00－15:30
食品事業者の信頼性向上を支援するプログラム
②業務プロセス （ ▪業務管理プロセス ▪顧客管理プロセス）
価値創造のための具体的施策の説明と 上記戦略の達成に向けて統合化された目標設定
に関しての解説

JHTC講師②

（ 15分）

15:45－17:00
食品事業者の信頼性向上を支援するプログラム
③経営資源（ 人的資源・ 情報資源・ 組織文化）
価値創造支援のために、 ３ つの資源の有効活用と 戦略的方向付けのための方策に関し
ての解説

JHTC講師②

17:00－17:20 第2回研修の総括と 第３ 回目プログラムの紹介

17:20－17:30 閉会挨拶 事務局

講師用教育用プログラ ム； 講義－２

JHTC講師②

テーブル

コーディ ネータ

演習３ ； ミ ッ ショ ンプランの策定 （ 協働の着眼点）
バリ ューマネジメ ント モデルを「 協働の着眼点」 の視点で全体最適化し、 事業活動の適
切性と 有効性を検証する

14:45－16:15

演習２ ； バリ ューマネジメ ント モデルの策定
抽出された重点課題を、 バリ ューマネジメ ント モデルと して再構築する

13:00－14:30

JHTC講師①

時間 研修プログラム（ 第3回： バリ ューマネジメ ント モデルの構築） 担当

10:00－ 10:15 開会挨拶、 講師紹介 事務局

10:15－10:45
ワーク ショ ッ プ・ 演習について
演習用モデル企業事例の説明と 、 事例を基にした演習１ ・ ２ ・ ３ の進め方、 手順につい
て解説

JHTC講師①

10:45－12:00
演習１ ； Ｓ ＷＯＴ 分析・ リ スク 評価
3要素（ 製品戦略・ 業務プロセス・ 経営資源） の視点で事業活動の現状を分析し、 重点
課題を抽出する

JHTC講師②

テーブル

コーディ ネータ

(60分)

JHTC講師②

テーブル

コーディ ネータ

(15分)

(10分)

16:30－17:00
演習成果の発表（ 演習１ ， ２ ， ３ のまと め）
ミ ッ ショ ンから構想され、 経営ト ッ プが確信を持てるもの、 ベスト プラ ク ティ ス（ 将来
の方向付け） 実践レベルであるこ と

JHTC講師②

テーブル

コーディ ネータ

17:00－17:20 第3回ワーク ショ ッ プの総括

17:20－17:30 閉会挨拶 事務局

講師用教育用プログラ ム； ワーク ショ ッ プ

●食の安全性と消費者
からの信頼性確保

 マネジメントプログラム

●「協働の着眼点」
解説プログラム

●食品事業者の信頼性向上を
支援するプログラム

・製品戦略
・業務プロセス
・経営資源

●ワークショップ演習
・SWOT分析
・バリューマネジメント

モデル策定
・ミッションプランの策定
（協働の着眼点）
・演習発表



全体スケジュール（予定）

CFWG

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

ＦＣＰ全体

中間報

 
告会

成果報

 
告会

FCP

 

実行可能性調査事業委

 
員会（ＣＦ運営委員会）

経営者向けプログラム開発

 
検討・作成（研修テキス

 
ト・実施要領等）

講師向けプログラム開発

検討・作成（研修テキス

 
ト・実施要領等）

実証研修会（講師向け）

実証研修会（経営者向け）

実証研修会検証報告

中間報告作成 成果報告作成

第1回委員会
テキスト案整理

第２回委員会
テキスト案検証

研修テキスト案検討・修正等

研修実施要領作成

研修テキスト案検討・修正等

研修実施要領作成

第1回講師実証研修会

第1回実証講習会 第2回実証講習会

第2回講師実証研修会

第４回委員会
実証研修の検証

報告書作成

第３回委員会
実証研修報告



「「協働の着眼点」を活用した協働の着眼点」を活用した
 

認証規格開発事業認証規格開発事業
 

（（ＦＣＰ中間報告会ＦＣＰ中間報告会））

SGS SGS ジャパンジャパン((株株))
 

20092009年年1111月月2727日日
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規格の考え方規格の考え方

「協働の着

 眼点」を活

 用した認証

「協働の着眼点」「協働の着眼点」を活用を活用したした認証基準認証基準

ＳＧＳジャパン

購買企業 サプライヤー

メーカー

食
の
安
心
・安
全
へ

 

の
取
組
み

商
品
採
用
の
最
低
基
準

①購買側企業の要求事項（最低限やるべきこと）の明確化
②中小企業向けの食の信頼向上のための目安
③設備投資ではなく、ＰＤＣＡサイクルの確立を目的
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今の食品業界の現状今の食品業界の現状

出荷額構成比（％）

４～９

１０～１９

２０～２９

３０～４９

５０～９９

１００～１９９

２００～２９９

３００～４９９

５００～９９９

１０００～

資料；経済産業省「工業統計表」２００４年
食品工場規模別分布表

想定される工場規模としては、５０名～２００名の規模の工場が、出荷
 金額の４割を締めている。

もう１点、５０名以下の工場の出荷金額も２７．１％しめており、２００名
 以下の規模だけで６７．６％の比率になる。

規模（人） 事業所実数 出荷額構成比
４～９ 14,289 3.1
１０～１９ 7,864 6.1
２０～２９ 4,584 8.4
３０～４９ 2,233 8.5
５０～９９ 2,582 19.2
１００～１９９ 1,417 21.3
２００～２９９ 454 10.8
３００～４９９ 331 12.2
５００～９９９ 115 6.7
１０００～ 17 1.7



4

取組み状況取組み状況

購買企業へのヒアリング
（コンビニ、スーパー、百貨店）

メーカーへのヒアリング
（中小食品メーカー）

規格（案）の作成
•規格の要求事項
•評価基準、
•規格の手引き

認証制度
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「協働の着眼点」と規格の関係「協働の着眼点」と規格の関係

規格のチェックリスト

規格概要

１．【お客様を基点とする

 
企業姿勢の明確化】
～
１６．【緊急時のお客様と

 
のコミュニケーション体制

 
の整備】

お客様に関するコミュニケーション取引先に関するコミュニケーション

７．持続性のある関係のための体制整
備

社内に関するコミュニケーション

３． 安全かつ適切な食品の提供をす
るための体制整備

10．お客様とのコミュニケーションのた
めの体制整備

15．緊急時の自社と取引先との協力
体制の整備

16．緊急時のお客様とのコミュニケ
ーション体制の整備

14．緊急時を想定した自社体制の整
備

緊急時に関するコミュニケーション

４． 調達における取組

５．製造における取組 【製造】
保管・流通における取組 【卸売】
調理・加工における取組【小売】

６． 販売における取組

８．取引先との公正な取引

９． 取引先との情報共有、協働の取組

11．お客様からの情報の収集、管理及
び対応

12．お客様への情報提供

13．食育の推進

１．お客様を基点とする企業姿勢の明確化 ２．コンプライアンスの徹底

「協働の着眼点」の大項目

協働の着眼点の全大項目

 の範囲をカバー
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食の信頼確保のための成熟度評価事業食の信頼確保のための成熟度評価事業

20092009年年1111月月2727日日

株式会社アイ･エス･レーティング株式会社アイ･エス･レーティング

ＦＣＰ中間報告会ＦＣＰ中間報告会

於：東京大学弥生講堂アネックス於：東京大学弥生講堂アネックス

「格付け」で高め合う、食の信頼
『食の信頼確保に向けた取組の見える化を通じた、ステークホルダーとの建設的な関係構築に向けて』
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レーティング事業の目的レーティング事業の目的

「協働の着眼点」を活用し、食品事業者等の業 務を客観的に評価するとともに、その評価結果を食品事業者
自らが活用し、販路拡大や資金調達等につなげる機会を創出する。
フードチェーン全体を意識し、格付けによる食の信頼確保に向けた取組の“見える化”を図り、ポジティブフィー
ドバックを促すことでステークホルダー（取引先、消費者、金融機関等）との信頼構築を目指す。
食品事業者間で輻輳した相互の取引確認を、格付けを用いて解消することで、現状、食品事業者各社が負担
している調査コスト・工数の効率化を図るなど、社会的なコスト削減にも貢献する。

「協働の着眼点」を活用し、食品事業者等の業 務を客観的に評価するとともに、その評価結果を食品事業者
自らが活用し、販路拡大や資金調達等につなげる機会を創出する。
フードチェーン全体を意識し、格付けによる食の信頼確保に向けた取組の“見える化”を図り、ポジティブフィー
ドバックを促すことでステークホルダー（取引先、消費者、金融機関等）との信頼構築を目指す。
食品事業者間で輻輳した相互の取引確認を、格付けを用いて解消することで、現状、食品事業者各社が負担
している調査コスト・工数の効率化を図るなど、社会的なコスト削減にも貢献する。

現在（大手小売事業者が取引先を個別評価）現在（大手小売事業者が取引先を個別評価）

小売A社 小売B社

A社の

クライテリア

で評価

B社の

クライテリア

で評価

フ
ー
ド
チ
ェ
ー
ン
上
位
企
業

フ
ー
ド
チ
ェ
ー
ン
上
位
企
業

各社個別に対応
取引取引

 

先先

小売A社 小売B社

ポジティブフィードバック
「見える化」

共通指標化によるポジティブフィードバックの創設共通指標化によるポジティブフィードバックの創設

フ
ー
ド
チ
ェ
ー
ン
上
位
企
業

フ
ー
ド
チ
ェ
ー
ン
上
位
企
業

取引取引

 

先先

協働の着眼点による業務改善協働の着眼点による業務改善協働の着眼点による業務改善
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レーティングの活用イメージレーティングの活用イメージ
第三者による客観評価（１７段階）を用いて、経営者や現場責任者が自社のリスクマネジメント体制を点検する。

自社・自組織のレベルがわかる ・他社・他組織とレベル比較ができる

格付けを事業者間の品質確認基準として利用すると、相互に品質の見える化が実現できる。
購買/調達基準の共通尺度として利用 ・マッチングフェア等の採用基準に利用

格付けを公表して、ステークホルダーに食の信頼確保に向けた積極的な取組をアピールすると、販路拡大や資金調達等
の機会が増える。

消費者にアピールできる（BtoC） ・取引先にアピールできる(BtoB) ・金融機関にアピールできる

第三者による客観評価（１７段階）を用いて、経営者や現場責任者が自社のリスクマネジメント体制を点検する。
自社・自組織のレベルがわかる ・他社・他組織とレベル比較ができる

格付けを事業者間の品質確認基準として利用すると、相互に品質の見える化が実現できる。
購買/調達基準の共通尺度として利用 ・マッチングフェア等の採用基準に利用

格付けを公表して、ステークホルダーに食の信頼確保に向けた積極的な取組をアピールすると、販路拡大や資金調達等
の機会が増える。

消費者にアピールできる（BtoC） ・取引先にアピールできる(BtoB) ・金融機関にアピールできる

取引先Ｂ取引先Ｂ

消費者消費者消費者
食品食品

事業者事業者
評 価 の

実 施

評 価 の

実 施

評価評価

機関機関

評
価
結
果

の
提
示

評
価
結
果

の
提
示

評価結果
の提示

評価結果
の提示

○○の評価があ

 
れば安心ね

 

○○の評価があ

 
れば安心ね

評価結果
の提示

評価結果
の提示

取引先取引先

ＢＢ

取引先取引先

ＡＡ

主にＢｔｏＢを対象とした証明書 主にＢｔｏＣを対象とした証明書

評
価
結
果

の
提
示

評
価
結
果

の
提
示

今回、当百貨店で地方
名産展を行います
○○ランクの評価を
お持ちの事業者様なら
参加資格があります

最近、食品信頼への
意識が高まっている。
御社の取組について、
説明して下さい

○○ランクの評価を
お持ちなら、
有利な条件で
ご融資できます
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レーティングの利用例レーティングの利用例

新井本舗は、FCP賛同企業によって開発された第三者中立機関による格付けを取得し、自社の取組を商談相手先に

アピールして、複数の商談会に参加。
全ての商談会で食に対する消費者の信頼確保のために必要とされる情報が共通され、参加している量販店や百貨店

のバイヤーも皆、業務内容の水準を認めており、商談成立のために必要な情報を効率的にやり取りできる。
商談会開催者側としても、商談会が新井本舗のような会社の企業価値向上の動機となることがWin-Winの関係作り

に役立つ。

新井本舗は、FCP賛同企業によって開発された第三者中立機関による格付けを取得し、自社の取組を商談相手先に

アピールして、複数の商談会に参加。
全ての商談会で食に対する消費者の信頼確保のために必要とされる情報が共通され、参加している量販店や百貨店

のバイヤーも皆、業務内容の水準を認めており、商談成立のために必要な情報を効率的にやり取りできる。
商談会開催者側としても、商談会が新井本舗のような会社の企業価値向上の動機となることがWin-Winの関係作り

に役立つ。

（利用例１）商談会の場を活用して、新規販路を効果的に開拓

新井本舗では、販路拡大に対応して、衛生管理を行い易い構造で製造工場の生産能力を高めることが必要となり、
メインバンクから資金調達を行って、施設整備を行うこととした。
メインバンクからの融資を受けやすくするため、「協働の着眼点」を利用して格付調査会社矢口レーティングが開

発した中小食品企業向けの業務格付け商品「食の信頼確保のための成熟度格付け」の格付けを行ってもらいＡＡの
格付け結果を獲得。
格付け結果をもって、メインバンクの高村銀行に、販路拡大に対応するための施設整備に必要な資金調達を交渉。

財務面だけでなく、業務面でも評価され、資金調達に成功。

新井本舗では、販路拡大に対応して、衛生管理を行い易い構造で製造工場の生産能力を高めることが必要となり、
メインバンクから資金調達を行って、施設整備を行うこととした。
メインバンクからの融資を受けやすくするため、「協働の着眼点」を利用して格付調査会社矢口レーティングが開

発した中小食品企業向けの業務格付け商品「食の信頼確保のための成熟度格付け」の格付けを行ってもらいＡＡの
格付け結果を獲得。
格付け結果をもって、メインバンクの高村銀行に、販路拡大に対応するための施設整備に必要な資金調達を交渉。

財務面だけでなく、業務面でも評価され、資金調達に成功。

新井本舗は、Ａ県から、マニュアル、チェックシートを活用した継続的な業務改善の取組等が高く評価され、県知
事表彰を受賞。ホームページ等で受賞の事実や、業務格付けの結果を幅広くお知らせしてプロモーションに役立て
ている。

新井本舗は、Ａ県から、マニュアル、チェックシートを活用した継続的な業務改善の取組等が高く評価され、県知
事表彰を受賞。ホームページ等で受賞の事実や、業務格付けの結果を幅広くお知らせしてプロモーションに役立て
ている。

（利用例２）メインバンクとかけあい、販路拡大に伴う施設整備を実現

（利用例３）県からの表彰や業務格付けの結果をプロモーションにも活用
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レーティング手法レーティング手法

「「協働の着眼点協働の着眼点」の網羅状況と実施状況を確認するため、「小項目」単位に」の網羅状況と実施状況を確認するため、「小項目」単位にPDCAPDCAササイクイク

ルを確認する。ルを確認する。

「「協働の着眼点協働の着眼点」の具体例により、取り組みの度合いを「対策強度」として確認する」の具体例により、取り組みの度合いを「対策強度」として確認する

確認に際しては、アンケート形式による事前確認を経て、現地審査により事実確認を行う確認に際しては、アンケート形式による事前確認を経て、現地審査により事実確認を行う

評
価
項
目
１

評
価
項
目
２

評
価
項
目
３

評
価
項
目
４

評
価
項
目

ｍ

評
価
項
目

ｎ

評
価
項
目

ｘ

Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
実
施
状
況

網羅性

対策強度

<<評価イメージ評価イメージ>>
評価項目毎に

（PDCA実施状況）×（対策強度）

で評点化

評価項目毎に

（PDCA実施状況）×（対策強度）

で評点化
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格付基準審議委員会を設置格付基準審議委員会を設置

今般、農林水産省平成２１年度フード・コミュ今般、農林水産省平成２１年度フード・コミュ
ニケーション・プロジェクト（ニケーション・プロジェクト（FCPFCP）実行可能性）実行可能性

調査事業として（株）アイ・エス・レーティング調査事業として（株）アイ・エス・レーティング
が「食の信頼確保のための成熟度評価事業」が「食の信頼確保のための成熟度評価事業」
を実施する中で、を実施する中で、食品事業者の評価方針、手食品事業者の評価方針、手
法等を策定法等を策定するにあたり、関係企業・団体のするにあたり、関係企業・団体の
方々からなる方々からなる格付基準審議委員会を設置格付基準審議委員会を設置すす
ることと致しました。ることと致しました。

この審議委員会では、格付基準の妥当性をこの審議委員会では、格付基準の妥当性を
各審議委員の方々のお立場を踏まえて審議各審議委員の方々のお立場を踏まえて審議
頂き、ご意見を集約することで頂き、ご意見を集約することで『『食の信頼確食の信頼確
保に向けた取組の見える化を通じた、ステー保に向けた取組の見える化を通じた、ステー
クホルダーとの建設的な関係構築クホルダーとの建設的な関係構築』』に資するに資する
格付基準作りを目的にしております。なお、こ格付基準作りを目的にしております。なお、こ
の格付けは中堅中小企業を主な対象として、の格付けは中堅中小企業を主な対象として、
被格付組織（企業・団体）からの依頼に基づ被格付組織（企業・団体）からの依頼に基づ
き行うものき行うものであり、財務状況を除く業務品質であり、財務状況を除く業務品質
に焦点を当てた評価となる見通しです。また、に焦点を当てた評価となる見通しです。また、
格付結果の公表については被格付組織の同格付結果の公表については被格付組織の同
意が前提となる仕組みを想定しております。意が前提となる仕組みを想定しております。

審議委員会参加組織 
格付基準審議委員（五十音順/敬称略）

株式会社伊予銀行
株式会社岩手銀行
株式会社滋賀銀行
株式会社静岡銀行
信金中央金庫
生活協同組合連合会コープネット事業連合
株式会社高島屋
株式会社千葉銀行
株式会社電通
東京海上日動火災保険株式会社
株式会社日清製粉グループ本社
株式会社日本経済新聞社
株式会社日本政策金融公庫
株式会社日本政策投資銀行
日本チェーンストア協会
株式会社百十四銀行
株式会社北洋銀行
株式会社みずほコーポレート銀行

オブザーバー （順不同/敬称略）
農林水産省消費・安全局表示・規格課FCPチーム
社団法人全国清涼飲料工業会
社団法人日本ホテル協会
ＦＣＰ運営事務局

三井物産株式会社
三菱商事株式会社
株式会社三菱総合研究所
横浜商科大学地域産業研究所
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8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

主要イベント
FCP研究会

格付基準審議委員会

評価方法検討
・調査手法/評価項目
/評価ロジック

 

等

アンケート／トライアル
・予備調査
・アンケート
・個社格付

事業性検討
・ビジネススキーム/市場性
/価格帯/サービス体系等

の検討

レポート作成

第1回（8/27）
・これまでの取組み内容の共有
・格付け制度に関する意見交換

 
（活用方法、評価のポイント等）
・審議委員各位への依頼

第2回（10/23）
・予備調査結果の報告
・評価方法案に関する意見交換
・FCP研究会への中間報告内容

の共有

第3回（12/11）
・アンケート結果の報告
・評価方法の見直しに関する意見交
換

・個社格付の方法に関する意見交換

第4回（2/10）
・個社格付結果の報告
・格付基準に関する意見交換
・格付の活用方法、事業性に関わ

 
る
意見交換

・本事業の総括

アンケート実施アンケート実施

個社格付実施個社格付実施

中間報告 11/27 成果報告 2/24

市場性/価格帯/サービス体系等の

調査・検討

市場性/価格帯/サービス体系等の

調査・検討

報告用作成報告用作成
中間報告レポート作成

素案作成

中間報告レポート作成
素案作成

ビジネススキーム検討ビジネススキーム検討活用例検討活用例検討

暫定評価方法策定暫定評価方法策定

予備調査実施予備調査実施募集/選定（数社）募集/選定（数社）

募集/選定募集/選定

募集/選定募集/選定

提出用作成提出用作成報告用作成報告用作成
最終報告レポート作成

素案作成

最終報告レポート作成
素案作成

（3/15）

初版作成初版作成素案作成素案作成
評価方法作成

第二版作成第二版作成素案作成素案作成
評価方法見直し

基準作成基準作成評価方法
検証

評価方法
検証

格付基準の作成

事業性の検証事業性の検証
マーケティングリサーチ

素案説明
意見等のフィードバック

全体スケジュール（予定）全体スケジュール（予定）
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株式会社アイ・エス・レーティング
TEL：

 
03-6430-0470

 
FAX：

 
03-6430-0473

E-mail：

 
ISR@israting.com http://www.israting.com/

お問合せ先

なお、当資料に記載の内容は予告なく変更することが御座いますので、予めご了承願います。

「格付け」で高め合う、食の信頼


